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第１部．開発と知的財産

第２部．環境と知的財産

知的財産政策の国際的課題（２）
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貿易の形も次第に複雑化し、複数国の間で利害問題が浮
上してきたため、多角的貿易交渉(ラウンド)へ移行していく。

ウルグアイ・ラウンドでは、「知的財産」「保険」「金融」の３つ
のサービス分野が新たに加わる。主に農業問題をめぐって
交渉が難航していたが、早期妥結を図るため、GATT全体
で一つのパッケージとする考え方が示された。

＜パッケージ＞

TRIPS協定の沿革

物品 農業

伝統
工業

保険

知的
財産
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3



＜パッケージ＞
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TRIPS協定の特徴

制裁措置 TRIPS違反
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第１部

開発と知的財産
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「開発問題」

2000年9月、「国連ミレニアム・サミット」が開催され、途上国

の貧困を克服するためには、途上国の経済発展が重要で
あり、これを「開発」問題と称して、国際的な議論が始まった。

※「ミレニアム開発目標」：８目標（達成期限：２０１５年）

このときの「国連ミレニアム・サミット」 において、「国連ミレニ
アム宣言」が示され、貧困を克服するために国際的に協力
していくことが宣言された。
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国連ミレニアム宣言

国連ミレニアム宣言（抜粋）

---

・我々は、我々の同胞たる男性、女性そして児童を、現在十
億人以上が直面している、悲惨で非人道的な極度の貧困状
態から解放するため、いかなる努力も惜しまない。

・我々は、全ての人々が開発の権利を現実のものとすること、
並びに全人類を欠乏から解放することにコミットする。

・それゆえ我々は、開発及び貧困撲滅に資する環境を、各国
及び世界レベルで同様に創出することを決意する。

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm

２０００年９月
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国連ミレニアム開発目標（１）

国連ミレニアム開発目標（抜粋）

---

目標1：あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ

目標2：飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成す
るとともに、持続可能な農業を推進する

目標3：あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推
進する

目標4：すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学
習の機会を促進する

目標5：ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメント
を図る

目標6：全ての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

２０１５年９月
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国連ミレニアム開発目標（２）

国連ミレニアム開発目標（抜粋）

---

目標7：すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネル
ギーへのアクセスを確保する

目標8：すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、
生産的な完全雇用およびディーセント・ワークを推進する

目標9：レジリエントなインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進
するとともに、イノベーションの拡大を図る

目標10：国内および国家間の不平等を是正する

目標11：都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能
にする

目標12：持続可能な消費と生産のパターンを確保する

目標13：気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る

２０１５年９月

9



国連ミレニアム開発目標（３）

国連ミレニアム開発目標（抜粋）

---

目標14：海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形
で利用する

目標15：陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の
持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、なら
びに生物多様性損失の阻止を図る

目標16：持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての
人々に司法へのアクセスを提供するとともに、あらゆるレベルにおいて効
果的で責任ある包摂的な制度を構築する

目標17：持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パート
ナーシップを活性化する

２０１５年９月
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WTOの対応

開発と知的財産権の問題は、2001年11月のWTO閣僚会議
において「ドーハ閣僚宣言」が示されて以降、「ドーハ開発ア
ジェンダ」（ドーハラウンド）としてWTO（TRIPS）において議
論されている。

具体的には、途上国への技術移転の議論で、知的財産権の
存在が、技術移転を阻害しているという指摘が途上国から示
された。（2001年、ＷＴＯドーハ宣言）

最近でも、ＷＴＯ（TRIPS）の懸案事項とされており、知的財
産権（TRIPS協定）への否定的な意見が示されている。

ドーハ開発アジェンダ
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ドーハ宣言（WTO）

① 既存の医薬品へのアクセス及び新薬の研究・開発の両方を
促進することにより、TRIPS協定が公衆衛生を支持するよう
な形で実施・解釈されることの重要性を強調した。

② 地理的表示のワイン及びスピリッツに関する通報登録制度
の設立について交渉に合意。地理的表示の追加的保護の対
象産品拡大についてTRIPS理事会で検討する。

③ TRIPS理事会において、生物多様性条約との関係、伝統的
知識・フォークロアの保護、新技術等について検討する。

２００１年１１月

12



WIPOの対応

2004年9月のWIPO総会において、ブラジル、アルゼンチン
などから「WIPO開発アジェンダ」が示され、開発促進の観点
から、技術移転の検討の提案がなされた。

2007年9月のWIPO総会において、「開発・知的財産委員
会」（Committee on Development and Intellectual 

Property, CDIP）が設立された。

現在も、「開発」の問題は、CDIPにおいて議論されている。
WIPOは、知的財産制度が問題ではなく、知的財産の活用
に問題があるという立場である。

⇒ IP Advantage
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まとめ

途上国の貧困を克服するためには、途上国の経済発展が
重要であり、これを「開発問題」と称して、国際的に議論され
ている。（2000年、2015年の国連サミットなど）

途上国の「開発」には、先進国からの技術移転が不可欠で
あるが、知的財産権の存在が、技術移転を阻害していると
いう指摘が示された。（2001年、ＷＴＯドーハ宣言）

こうして、WTOでは、知的財産権による弊害について、
TRIPSにおいて議論されている。 （ドーハ開発アジェンダ）

また、WIPOにおいても、2004年からCDIPにて議論されて

いるが、知的財産制度が問題ではなく、知的財産の活用に
問題があるという立場である。（WIPO開発アジェンダ）
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まとめ

国連

2000年
ミレニアムサミット WIPOWTO

ミレニアム宣言

2015年
国連サミット

2004年
開発アジェンダ

2001年
開発アジェンダ

技術移転政策

TRIPS CDIP

ドーハ宣言（WTO)

IP Advantage 15



IP Advantage

IP Advantageデータベースは、世界全体における、発明者、
作者、企業家、研究者の知的所有権に関する活用事例（成功
事例）を提供するWIPOの事業である。

事例研究では、知的財産が現実の世界でどのように活用され、
その良好な活用がどのように開発に貢献することができるか
についての考察を提供している。

IP Advantageは、知的所有権をどのように創出し、保護し、そ
して、利益をどのように得るのかについて、より良好な理解を
促進することを目的とする。
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知的財産権の活用の重要性をアピール



IP Advantage

WIPO IP Advantage: https://www.wipo.int/ipadvantage/en/
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IP Advantage

“When you use ‘xerox’ the way you use ‘aspirin,’ 

we get a headache.” (Trademark: Xerox)

Did you know…There’s a Trademark Graveyard?

Escalator. Zipper. Cellophane. Once they were trademarks; now they are 

not. What happened? Each mark became so popular that people began 

using it as the generic name for the product it branded…

WIPO IP Advantage: https://www.wipo.int/ipadvantage/en/
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IP Advantage

“The simple truth is that if manga artists cannot earn a 

living from their art, there will be no manga..” 

The Manga phenomenon

Rampant manga piracy is making it increasingly difficult for manga artists 

(mangaka) to earn a living from their work. Many rely on royalty payments to 

survive… 

WIPO IP Advantage: https://www.wipo.int/ipadvantage/en/
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第２部

環境と知的財産
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「環境問題」

1992年、国連サミット（地球サミット）において、地球規模の

環境問題に国際的に対応することが宣言（リオ宣言）され、
「気候変動枠組条約」 と「生物多様性条約」が採択された。

「気候変動枠組条約」については、「リオ宣言」（1992年）にお
いて、具体的な課題として、途上国への環境技術の技術移
転の重要性が示された。

その後、WTOにおいても、途上国への環境技術移転の議論
で、知的財産権の存在が、技術移転を阻害しているという指
摘が示された。（2001年、ＷＴＯドーハ宣言）



地球サミット

「リオ宣言」の採択（1992年）

人類共通の未来のために地球を良好な状況に確保すること
を目指し、人と国家との相互間の関係を規定する行動の基本
原則である。

アジェンダ21の採択（1992年）

「リオ宣言」の基本原則を実施するための行動プログラムで
あり、幅広く各国の行動のあり方をとりまとめた。

１９９２年



リオ宣言

「持続可能な開発」をキーワードに開催された地球サミットの
大きな議論の一つが、途上国への環境技術移転であり、「リ
オ宣言」の第9原則に、技術移転の規定が示されている。

＜リオ宣言 第９原則＞

１９９２年



アジェンダ２１

途上国への環境技術移転の必要性や実施すべき措置を記
した「アジェンダ２１」の第３４章には、技術移転と知的財産権
に関する規定が示されている。

＜アジェンダ２１ 第３４章＞

１９９２年



リオ＋２０

2012年、リオ＋２０では、地球サミット（1992年）、リオ＋１０
（2002年）における「環境技術の技術移転」の議論が繰り返
し行われてきているが、20年前と比べて、途上国の主張が
強くなってきている。

＜リオ＋２０ 成果文書＞

２０１２年



これまでの経緯

1992年6月の「地球サミット」における、途上国への環境技術
移転の問題は、2002年8月の「国連持続可能な開発会議」
（リオ＋１０）を経て、2012年6月の「国連持続可能な開発会
議」（リオ＋２０）において強調されていった。

１９９２年：地球サミット（リオ）

２００２年：リオ＋１０

２０１２年：リオ＋２０

※環境上適切な技術（EST: Environmental Sound Technology）に関する
技術移転



気候変動枠組条約

2007年9月の第13回締約国会合（COP13）において、「バリ

宣言」が採択されて、環境技術移転の強化策の必要性が示
された。

2008年12月のCOP14では、公衆衛生の分野の取り組み
（強制実施権）を指摘し、環境技術についても知的財産を技
術移転の障壁にさせない為の柔軟性を拡大すべきという見
解が示されるなど、議論が交わされてきた。

※2008年11月の「北京ハイレベル会合」で、知的財産が技術移転
の障壁となっているという認識の下、環境技術は公共財であり、
TRIPS 協定の強制実施権にあたるという見解が示された。



まとめ

1992年、「地球サミット」において、地球規模の環境問題に
国際的に対応することが宣言（リオ宣言）され、具体的な課
題として、途上国への環境技術移転の重要性が示された。
（リオ宣言、リオ＋１０、リオ＋２０）

その後、2007年、気候変動枠組条約において、「バリ宣言」
が採択されて、環境技術移転の強化策の必要性が示された。

現在も、気候変動枠組条約の議論の中で、環境技術移転と
知的財産権の問題が議論されている。（強制実施権）

WIPOは、知的財産制度が問題ではなく、知的財産の活用
に問題があるという立場である。（WIPO Green）



技術移転政策

まとめ

国連
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地球サミット

WIPOUNFCCC

1992年 気候変動枠組条約

リオ＋１０

リオ＋２０

ドーハ宣言
（WTO)

強制実施権 WIPO Green



WIPO Green （1）

「WIPO Green」とは、主に先進国の企業等が有する環境技
術の情報、及び、途上国のニーズ情報の双方をデータベー
スとして蓄積し、技術の提供側と導入側を引き合わせる取り
組みであり、現在、既に実施されている。

背景としては、気候変動（地球温暖化）対策の議論において、
途上国への環境技術移転が円滑になされていないことが指
摘される中、主に途上国への環境技術移転を促進するプ
ラットフォームづくりを目的としている。



「WIPO Green」では、特許情報のみならずノウハウ、製法、
人的役務支援等を含めた「技術パッケージ」として提供する
ため、実効的な技術移転の実現が可能である。

実際のライセンス等の交渉は当事者同士に委ねられるが、
WIPOにより契約のひな形が提供される等、WIPOによる支
援も行われている。

WIPO Green （２）



WIPO Green

WIPO “WIPO Green”（https://www3.wipo.int/wipogreen/en/）



WIPO Green

WIPO “WIPO Green”（https://www3.wipo.int/wipogreen/en/）



WIPO Green

WIPO “WIPO Green”（https://www3.wipo.int/wipogreen/en/）



WIPO Greenと日本



WIPO Greenと日本



2020年2月19日（水曜日）、特許庁は、WIPO GREENに
パートナーとして参加しました。

これまで、政府機関、業界団体、企業、大学など100を超え

るパートナーが参加していますが、アジア太平洋地域の知財
庁の参加は、今回が初めてです。

パートナーは、WIPO事務局とともにWIPO GREENを主導
するWIPOグリーン諮問会議の一員です。WIPO GREENを
支援し、助言を与える等の活動を行います。

今後もパートナーとして、WIPO GREENの活動への助言や、
我が国の有する知見の共有などを通じて、環境技術の普及
に貢献して参ります。

WIPO Greenと日本



富士通は、保有する環境技術を途上国や新興国をはじめ広
く国際社会に普及させる取り組みを加速させる。

国連の世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）が運営する環境技術
紹介システムを通じてスムーズな技術移転を目指す。

日本のＩＴ企業では初めてパートナー企業として同機関に参
画。国連が掲げる「持続可能な開発目標」に貢献する。

ワイポにパートナー企業として参画する日本企業は帝人に
次いで２社目。富士通はこれまでの技術開発で培った専門
性を生かし諮問会議への参加で活動をリードしていく。

WIPO Greenと企業

2017.11.27 産経ニュース



「ＷＩＰＯ ＧＲＥＥＮ」データベースには独シーメンスや米ＧＥ
など８０の企業・団体が２６００件を超える環境技術などの知
財を登録している。

一方、途上国なども環境課題に関するニーズを入力。システ
ムを通じ双方のマッチングが成立すれば、技術移転に向け
た具体的な協議が始まる仕組みだ。

単なる技術供与にとどまらず、供与する側が対価を受け取っ
て、ノウハウ提供など手厚いサポートを行うのが特徴だ。

環境に関する知財が途上国などで広く活用されるようになれ
ば、地球環境保全に貢献できるだけでなく、自社技術の世界
規模での普及につながる可能性が高まる。

WIPO Greenと企業
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本日の講義について、自分の意見を提出して下さい。

 文字数：500字以内

 提出期限：7月3日（金）正午

 提出先：nihonipr@yahoo.co.jp
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